
つなぐ・つながる協働促進
マッチング事業

（共生・協働センター）



協働の取組

伴走支援

つなぐ・つながる協働促進マッチング事業（委託事業）

目 的

多様な主体の協働による社会貢献活動の活性化を図るため，地域コミュニティやＮＰＯ，企業等のマッ

チング及び持続的な協働の取組に向けた伴走支援を実施する。

また，企業における共生・協働活動への理解促進，参加意識の醸成を図る。

※ 本事業は，令和８年度当初予算の成立が前提であり，今後内容等が変更となる場合があります。

事業の流れ（イメージ）

事業内容

①イベント（シンポジウム・交流会）の開催

多様な主体との連携や社会貢献活動への意識醸成を図るためのイベント開催

②協働の取組の創出に向けたマッチング

➤連携を希望する団体・企業等の登録

➤団体・企業等のマッチング

➤協働の取組の実践サポート

③情報発信

イベントの開催や創出された協働事例等について広域かつ効果的に情報発信

マッチング

団体

地域コミュニティ，NPO法人等

×

企業等

株式会社，合同会社，大学等



つなぐ・つながる協働促進マッチング事業（委託事業）

応募受付期間

令和８年３月25日（水）～令和８年５月８日（金）（予定）

※ 本事業は，令和８年度当初予算の成立が前提であり，今後内容等が変更となる場合があります。

応募できる団体等

NPO法人等非営利団体，企業等で

➤ 県内において，応募の日までに１年間以上の活動実績を有すること。又はそれと同等の

活動実績があると認められること。

➤ 定款又は規約を有し，責任者が明確で，団体として独立した経理を行っていること。

➤ 実施しようとする事業内容が定款に適合していること。

➤ ＮＰＯ法人にあっては，特定非営利活動促進法第２９条に定める事業報告書等を所轄庁

に提出していること。

事業期間

令和８年５月下旬～令和８年３月中旬（予定）

事業費

委託費 1,596,000円（税込）以内

審査・選考

➤ 審査・選考は県において行う

➤ プレゼンテーション：令和８年５月14日（木）（予定）
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